
野田市自転車等駐車場条例の一部を

改正する条例をここに公布する。 

 

令和６年９月３０日 

 

野田市長  鈴 木   有 



野田市条例第２７号 

 

   野田市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例 

 

 野田市自転車等駐車場条例（平成１４年野田市条例第２４号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条の表野田市駅市営自転車等駐車場の項を削る。 

第４条中「梅郷駅東口市営自転車等駐車場」を「駐車場」に改める。 

第１７条の２を削る。 

別表を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第１１条第１項、第３項） 

１ 定期使用（月額） 

自転車 

一般 
地下１階、１階及び２階 １，５７０円 

３階 １，０４０円 

学生 

１階 １，５７０円 

地下１階及び２階 １，０４０円 

３階 ５２０円 

原動機付自転車 ２，６１０円 

２ 一時使用（１回） 

自転車 １５０円 

原動機付自転車 １５０円 

３ 一時使用（回数券） 

自転車 １５０円券１１枚つづり １，５００円 

原動機付自転車 １５０円券１１枚つづり １，５００円 

備考 

  １ 「学生」とは、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定

する学校、同法第１２４条に規定する専修学校若しくは同法第１３４条

に規定する各種学校又はこれらに類するものとして市長が認める施設に

通学又は通園している者をいい、「一般」とは、学生以外の者をいう。 

２ 回数券の料金は、発行の際に徴収するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 



   附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 


